
認定請求(新規申請)

◆初めて子どもが生まれたとき
◆市外から飯塚市内に転入したとき

※請求者となる方は、原則、児童の生計を維持している程度の高い方(所得が高い方)です。
※請求者が公務員の場合は、市ではなく勤務先で手続きを行ってください。

「児童手当 認定請求」をタップします。

画面下部の「申請する」をタップします。
制度の概要、対象者、手続期限等を記載しておりますので、ご確認ください。
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「申請者情報」を入力してください。
※マイナンバーカードを使って自動入力もできます。

「請求者の情報」の「請求者の個人番号」、「請求者の配偶者等の有無」
を選択してください。

3 step1

4 step2

「請求者の職業」を選択してください。5 step2
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「請求者の本年1月1日時点の住所」を選択、「次へすすむ」をタップして
ください。
現住所と異なる場合は1月1日時点の住所を入力してください。

「請求者の加入している公的年金制度の種別」を選択してください。6 step2

7 step2
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「配偶者等の情報」の「氏名」、「氏名カナ」、「生年月日」、「配偶者の個人
番号」を選択・入力してください。

「配偶者等の職業」を選択してください。

8 step2

9 step2

「配偶者等の本年の1月1日時点の住所」を選択してください。現住所
と異なる場合は1月1日時点の住所を入力してください。
10 step2
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「配偶者に関する申告」を選択し、「次へすすむ」をタップしてください。

「児童」、「兄姉等」、「支払希望金融機関」までの該当項目を入力し、「次
へすすむ」をタップしてください。

11 step2

12 step2
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入力内容確認画面で入力内容の確認をし、「次へすすむ」をタップして
ください。

13 step4

必要な書類をアップロードしてください。「受給者名義の通帳又は
キャッシュカード」はアップロード必須です。
14 step5

「電子署名して申請する」をタップしてください。
※申請には、マイナンバーカード及び暗証番号が必要です。

15 step6
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